
 

 

 赤穂市火災調査規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

   令和７年１２月２６日 

                           赤穂市消防長 尾崎 浩司 

 

赤穂市消防訓令甲第１号 

 

赤穂市火災調査規程の一部を改正する規程 

 

 赤穂市火災調査規程（平成２８年赤穂市消防訓令甲第２号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「原因の認定」を「原因の判定」に、「損害の認定」を「損害の査定」に、「火災調査

報告書」を「火災調査書」に改める。 

 第１８条第１項中「火災状況見分書」を「出火出動時における見分調査書」に改め、同条第

２項中「火災状況見分書（第１号様式）」を「調査書」に改める。 

 第１９条第２項中「現場聞き込み調書」を「現場聞き込み調査書」に改める。 

 第２６条の見出しを「（実況（鑑識）見分調査書の作成）」に改め、同条中「実況見分調書」

を「実況（鑑識）見分調査書」に改める。 

 第２７条第３項中「火災状況見分書」を「出火出動時における見分調査書」に、「実況見分

調書」を「実況（鑑識）見分調査書」に、「火災原因認定書」を「火災原因判定書」に、「現場

写真用紙（第４号様式）」を「前項の写真用紙」に改める。 

 第２８条中「責任者」を「関係者」に、「関係者等」を「関係者（以下「被質問者」という。）」

に改める。 

 第２９条（見出しを含む。）及び第３０条中「供述」を「申述」に改める。 

第３１条の見出しを「（申述の録取）」に改め、同条中「質問調書」を「質問調査書」に、「供

述」を「申述」に改め、同条ただし書中「現場聞き込み調書」を「現場聞き込み調査書」に改

める。 

 第３２条の見出しを「（閲覧又は読み聞かせ）」に改め、同条第１項中「供述を」を「申述

を」に、「与えたのち供述者の署名を求める」を「与える」に改め、同条第２項中「供述者」

を「申述者」に、「署名」を「確認」に改める。 

 第３３条第１項中「とともに、供述者及び通訳人の署名を求める」を削り、同条第２項中

「署名」を「確認」に改める。 

 第３４条第１項中「警察」を「署長は、警察署」に、「失火の」の次に「犯罪の」を、「被疑

者に」の次に「対し」を加え、同条第３項中「供述」を「申述」に改める。 

第３７条を次のように改める。 

（必要な書類の提出又は報告の徴収） 

第３７条 署長は、現場において立証のための調査が必要と認める場合は、火災の原因の疑



いがあると認められる製品を製造し、若しくは輸入した者又は関係者（以下「関係者等」

という。）に任意で必要な資料の提出又は報告を求めるものとする。 

２ 署長は、前項の規定による資料の提出又は報告の徴収が困難であると認められる場合は、

法第３２条第１項及び第３４条第１項の規定により、関係者等に資料提出命令書（第１１

号様式）による資料の提出又は報告徴収書（第１１号様式の２）による報告の徴収を命ず

るものとする。ただし、当該命令を行うときは、必ず事前に消防長と協議するものとする。 

３ 前項の規定による命令の履行期限は、必要な資料の内容によつて妥当であると認められ

る期限とするものとする。 

４ 第１項の規定による資料の提出若しくは報告を求め、又は第２項の規定による命令を行

つたときは、当該資料に併せて資料提出書（第１２号様式）の提出を求め、当該資料を保

管するときは、返還希望及び所有権放棄の有無を確認するとともに、提出者に保管書（第

１３号様式）を交付しなければならない。ただし、特に必要がないと認められる場合は、

この限りでない。 

第３９条の見出しを「（保管品の管理）」に改め、同条中「処理」を「管理」に改める。 

第４６条の見出しを「（確認）」に改め、同条第１項中「質問調書」を「質問調査書」に、「署

名」を「確認」に改め、同条第２項中「署名」を「確認」に改める。 

「第３章 原因の認定」を「第３章 原因の判定」に改める。 

第４９条の見出しを「（火災原因の判定）」に改め、同条第１項中「認定し」を「判定し」

に、「火災原因認定書」を「火災原因判定書」に改め、同条第２項中「火災原因認定書（第    

１８号様式）」を「前項の判定書」に改め、同項第１号中「質問調書」を「被質問者の申述」

に、「認定」を「判定」に改め、同項第２号中「認定」を「判定」に改める。 

第５０条の見出しを「（防火管理等の調査）」に改め、同条中「第１種防火」を削り、「防火

管理等調査書」を「防火管理等の調査書」に改める。 

「第４章 損害の認定」を「第４章 損害の査定」に改める。 

第５１条（見出しを含む。）中「認定」を「査定」に改める。 

第５２条の見出し中「損害調査書」の次に「の作成」を加え、同条中「認定」を「査定」に

改め、同条に後段として次のように加える。 

  なお、火災１件につき複数の物件に損害があるときは、２件目以降の物件については、

損害調査書（第２６号の２様式）を作成するものとする。 

第５３条の見出しを「（火災損害の届出）」に改め、同条第１項中「各号」の次に「に掲げる

火災の区分に応じ、当該各号に定める様式」を加え、「火災損害届の提出」を「火災損害の届

出」に改める。 

 第５４条中第２項を削る。 

 第５５条の見出し中「押印」を削り、同条中「し、押印」を削る。 

 第５６条中「調査し」の次に「、死傷者の調査書（第３１号様式）を作成の上」を加える。 



第５章第２節を次のように改める。 

第２節 火災調査書 

第５８条の見出しを「（火災調査の報告）」に改め、同条第１項中「火災調査報告書（第   

３１号様式）」を「火災調査書（第３２号様式）」に改め、同項ただし書中「林野火災又はその

他火災」を「第５条第１項第２号の林野火災又は同項第６号のその他の火災」に、「火災調査

書（第３１号の２様式）」を「火災調査書（軽微）（第３２号の２様式）」に改め、同条第２項

中「火災調査報告書（第３１号様式）」を「火災調査書（第３２号様式・第３２号の２様式）」

に、同項第１号中「第３２号様式」を「第３３号様式」に改め、同項第２号中「火災原因認定

書」を「火災原因判定書」に改め、同項第３号中「実況見分調書」を「実況（鑑識）見分調査

書」に改め、同項第５号中「現場写真」の次に「用紙」を加え、同項第６号中「火災状況見分

書」を「出火出動時における見分調査書」に改め、同項第７号中「質問調書」を「質問調査

書」に改め、同項第８号中「現場聞き込み調書」を「現場聞き込み調査書」に改め、同項第９

号中「防火管理等調査書」を「防火管理等の調査書」に改める。 

第６３条第１項中「第３３号様式」を「第３４号様式」に改め、同条第２項第１号中「第 

３４号様式」を「第３５号様式」に改め、同項第２号中「第３５号様式」を「第３６号様式」

に改める。 

第６４条第１項中「第３６号様式」を「第３７号様式」に改め、同条第２項中「第３４号様

式」を「第３５号様式」に、「第３５号様式」を「第３６号様式」に改める。 

第６５条第１項中「第３７号様式」を「第３８号様式」に改める。 

第６６条中「第３８号様式」を「第３９号様式」に改める。 

第１号様式から第５号様式までを次のように改める。 

 

 

 

 

 

  



第１号様式（第１８条関係） 

出火出動時における見分調査書 

 火災番号  

 

本件火災について、     として消防活動に従事し、次のとおり見分した。 

年  月  日 

所   属  

階級・氏名  

１ 出動途上における見分状況 

 

 

２ 現場到着時における見分状況 

 

 

３ 消防活動中における見分状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第１９条関係） 

現 場 聞 き 込 み 調 査 書 

 火災番号  

 

本件火災について、関係者に対して聞き込んだ内容は次のとおりである。 

年  月  日 

所   属  

階級・氏名  

申 述 者          
住所（連絡先）  

氏 名  

聴 取 日 時          年    月    日    時   分頃 

聴 取 方 法 □立会い  □電話  □メール  □その他（     ） 

 

 



第３号様式（第２６条関係） 

実 況 （ 鑑 識 ） 見 分 調 査 書 

 火災番号  

 

本件火災について、火災調査のため、次のとおり見分した。 

年  月  日 

所   属  

階級・氏名  

見 分 日 時 
年   月   日   時   分  開始 

年   月   日   時   分  終了 

場 所 及 び 物 件  

立 会 人 氏 名  

 

 



第４号様式（第２７条関係） 

現 場 写 真 用 紙 

撮影位置  

撮影年月日 年   月   日 

撮 影 者  

写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明 

 



第５号様式（第３１条関係） 

質  問  調  査  書 

 火災番号  

 

本件火災について、関係者に質問したところ任意に、次のとおり申述した。 

年  月  日 

所   属  

階級・氏名  

申 述 者          
住所（連絡先）  

氏 名  

聴 取 日 時          年    月    日    時   分頃 

聴 取 方 法 □立会い  □電話  □メール  □その他（     ） 

 

 



第６号様式中「次」を「下記」に、「年齢」を「生年月日」に改める。 

第７号様式中「供述」を「申述」に、「責任者」を「関係者」に改め、「㊞」を削る。 

第８号様式中「鑑定物件」を削り、「上の物件は火災原因調査資料として必要があるので次

の事項の鑑定を依頼する。」を「下記の物件は、火災原因調査資料として必要があるので鑑定

を依頼する。」に、「鑑定依頼事項」を「記」に改め、「１」を削る。 

第９号様式中「次」を「下記」に、「をき損又は消滅することを承諾する。御用済のうえは

提出者にお返しください(処分してください)。」を「が変形又は消滅することを承諾する。な

お、鑑定終了後は（返却・処分)してください。」に改め、「１」を削る。 

第１０号様式中「次」を「下記」に改め、「１」を削る。 

第１１号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１１号様式（第３７条関係） 

 

赤消  第  号  

年  月  日  
 

 

          様 
 

 

消防署長  
 

 

資 料 提 出 命 令 書 
 

 

    年  月  日  時  分ごろ、            で発生した火災につい

て、火災調査のため必要があるので、消防法（第３２条・第３４条）第１項の規定により下記

のとおり命令する。 

なお、本命令に従わない場合は、同法第４４条の規定により処罰されることがある。 

 

記 

 

 命令事項 

年  月  日までに、         を  消防署に提出すること。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教示 

この命令に不服のある場合は、この命令があったことを知った日の翌日から起算して３か

月以内に、赤穂市長に対して審査請求をすることができます。 

また、この命令については、この命令があったことを知った日の翌日から起算して６か月

以内に、赤穂市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます（訴訟において        

赤穂市を代表する者は赤穂市長となります。）。 

なお、この命令について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったこ

とを知った日の翌日から起算して６か月以内に赤穂市を被告として処分の取消しの訴えを提

起することができます。 



第１１号様式の次に次の様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１１号の２様式（第３７条関係） 

 

赤消  第  号 

年  月  日 
 

 

          様 
                      

 

消防署長 
 

 

報 告 徴 収 書 
 

 

年  月  日  時  分ごろ、            で発生した火災につい

て、火災調査のため必要があるので、消防法（第３２条・第３４条）第１項の規定により、下

記事項を   年  月  日までに  消防署に文書をもって報告するよう要求する。 

なお、報告せず、又は虚偽の報告をした場合は、同法第４４条の規定により処罰されるこ

とがある。 

 

記 
 

 報告内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教示 

この命令に不服のある場合は、この命令があったことを知った日の翌日から起算して３か

月以内に、赤穂市長に対して審査請求をすることができます。 

また、この命令については、この命令があったことを知った日の翌日から起算して６か月

以内に、赤穂市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます（訴訟において        

赤穂市を代表する者は赤穂市長となります。）。 

なお、この命令について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったこ

とを知った日の翌日から起算して６か月以内に赤穂市を被告として処分の取消しの訴えを提

起することができます。 
 



第１２号様式中「次」を「下記」に、「御用済みのうえは提出者にお返しください。（処分し

てください。）」を「なお、調査、鑑定のうえは（処分・返却）してください。」に改め、「１」

を削る。 

第１３号様式中「火災の原因調査」を「火災原因調査」に、「次」を「下記」に、「物件」を

「資料」に改め、「１」を削る。 

第１４号様式中「㊞」を削る。 

第１５号様式中「責任者」を「関係者」に改め、「年齢」を削る。 

第１６号様式中「次」を「下記」に改め、「１」を削る。 

第１７号様式中「次」を「下記」に改め、「１」を削る。 

第１８号様式及び第１９号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１８号様式（第４９条関係） 

火 災 原 因 判 定 書 

 火災番号  

 

本件火災について、次のとおり判定した。 

年  月  日 

所   属  

階級・氏名  

 

 



第１９号様式（第５０条関係） 

防 火 管 理 等 の 調 査 書  

防火管理者 

氏名  職業  

防火管理状況 □添付資料による（          ） 

□消防計画 □避難訓練 □消火訓練 □統括防火管理 

□防火対象物定期点検報告制度 □防炎物品 

特記事項 □添付資料による（          ） 

 

立入検査 

立入検査実施日時      年   月   日 

指摘事項等 □添付資料による（          ） 

 

危険物施設等 

特記事項 □添付資料による（          ） 

 

消防用設備等の設置状況・住宅防火対策 □添付資料による（          ） 

消
火
器
具 

屋
内
消
火
栓
設
備 

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備 

水
噴
霧
消
火
設
備
等 

屋
外
消
火
栓
設
備 

動
力
消
防
ポ
ン
プ 

自
動
火
災
報
知
設
備 

漏
電
火
災
警
報
器 

非
常
警
報
器
具
・
設
備 

避
難
器
具 

誘
導
灯
・
標
識 

消
防
用
水 

連
結
送
水
管 

排
煙
設
備 

連
結
散
水
設
備 

非
常
コ
ン
セ
ン
ト
設
備 

無
線
通
信
補
助
設
備 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

住
宅
用
消
火
器 

 

住
宅
用
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー 

簡
易
消
火
具 

住
宅
用
自
動
消
火
装
置 

住
宅
用
火
災
警
報
器 

住
宅
用
自
動
火
災
報
知
設
備 

      

防炎品 

寝
具
類 

衣
服
類 

カ
ー
テ
ン
・
布
製
ブ
ラ
イ
ン
ド 

じ
ゅ
う
た
ん
等 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

設備等名称 使用状況・(不)作動状況等 

  

備
考 

 



第２０号様式から第２５号様式中「㊞」を削る。 

第２６号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２６号様式（第５２条関係） 

 

損 害 調 査 書 

                                 年  月  日 

所属 

階級・氏名  

火災番号              

出火場所  

関係者氏名  区分 □所有 □占有 □管理 □その他 

火災種別 □建物 □車両 □船舶 □航空機 □その他 

建
物 

構造 
□木造 □防火 □準耐火（木） 

□準耐火（非） □耐火 □その他 
階数 

地上  階 

地下  階 

用途  

建築面積 ㎡ 延べ面積 ㎡ 

焼損程度 □全焼 □半焼 □部分焼 □ぼや 

り災程度 
全損 半損 小損 合計 

世帯  人 世帯  人 世帯  人 世帯  人 

車
両
・
船
舶
・
航
空
機 

運転者氏名 

船長・機長 
 

登録番号 

船名・機名 
 

自家用・営業用 

トン数 
ｔ 

車両種別 

船種・機種 
  

用途  取得年月 年   月 

建築時単価・取得金額 円 経過年月 年   月 

損
害
状
況 

焼損床面積 
階 階 階 階 階 計 

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

焼損表面積 ㎡ 焼き損害額 円 

損害状況等  

消火損害額 円 

爆発損害額 円 

合計 円 

収容物・積載物 

損害状況 

焼き損害額 消火損害額 爆発損害額 合計 

円 円 円 円 

□損害算定書類添付 損害額合計 円 

備 

考 

 

 



第２６号様式の次に次の様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



第２６号の２様式（第５２条関係） 

 

損   害   調   査   書（その ） 

 

出火場所  

関係者氏名  区分 □所有 □占有 □管理 □その他 

火災種別 □建物 □車両 □船舶 □航空機 □その他 

建
物 

構造 
□木造 □防火 □準耐火（木） 

□準耐火（非） □耐火 □その他 
階数 

地上  階 

地下  階 

用途  

建築面積 ㎡ 延べ面積 ㎡ 

焼損程度 □全焼 □半焼 □部分焼 □ぼや 

り災程度 
全損 半損 小損 合計 

世帯  人 世帯  人 世帯  人 世帯  人 

車
両
・
船
舶
・
航
空
機 

運転者氏名 

船長・機長 
 

登録番号 

船名・機名 
 

自家用・営業用 

トン数 
ｔ 

車両種別 

船種・機種 
   

用途  取得年月 年   月 

建築時単価・取得金額 円 経過年月 年   月 

損
害
状
況 

焼損床面積 
階 階 階 階  階   計 

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

焼損表面積 ㎡ 焼き損害額 円 

損害状況等  

消火損害額 円 

爆発損害額 円 

合計 円 

収容物・積載物 

損害状況 

焼き損害額 消火損害額 爆発損害額 合計 

円 円 円 円 

□損害算定書類添付 損害額合計 円 

備 

考 

 

 



第３８号様式を第３９号様式とし、次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３７号様式中「次」を「下記」に改め、「１」を削り、同様式を第３８号様式とする。 

第３３号様式から第３６号様式までを１号ずつ繰り下げる。 

第３２号様式中「火災原因認定書」を「火災原因判定書」に、「実況見分調書」を「実況（鑑

識）見分調査書」に、「火災状況見分書」を「出火出動時における見分調査書」に、「質問調

書」を「質問調査書」に、「現場聞き込み調書」を「現場聞き込み調査書」に改め、同様式を

第３３号様式とする。 

第３１号の２様式中 

「 

火災調査書 

                                         」 

を 

                                         」 

に、「責任者」を「関係者」に、 

「 

覚知方法 （  ） 

                                        」 

を 

「 

覚知方法 （  ） 初期消火器具 （   ） 

                                        」 

に、「特別防災地域」を「特別防災区域」に、「認定者」を「判定者」に改め、同様式を第     

３２号の２様式とする。 

第３１号様式を第３２号様式とし、次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

「  火災番号 

火災調査書 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 第３０号様式の次に次の様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３１号様式（第５６条関係） 

死 傷 者 の 調 査 書 

 火災番号  

本件火災について、調査した結果は次のとおりである。 

    年   月   日 

所    属  

階級・氏名  

死傷者

の情報 

氏 名  
発生

区分 

□火元 

□類焼 

□建物外 

出

火

者 

□本人 

□他人 

□不明 

生年月日 年  月  日（  歳） 

職 業  性別 □男 □女 □不明 

死 
 
 
 
 

者 

死 者 の 発 生 場 所  区分 □４８時間 □３０日死者 

死 

者 

の 

状 

況 

作業中 □仕事中 □仕事外 □在校中 □在校外 □その他 

火気取扱 □喫煙中 □暖房器具取扱中 □炊事中 □その他取扱中 □不明 

死因 □一酸化炭素中毒・窒息 □火傷 □打撲・骨折等 □自殺 □その他 □不明 

起床 □就寝中 □起床中 □不明 

飲酒 □飲酒なし □飲酒あり □泥酔 □不明 

傷病 □傷病なし □傷病あり □不明 

寝たきり □寝たきり □不明 

身体不自由者 
□障害区分不明 □その他の身体不自由者 □移動障害  

□視覚障害 □聴覚障害 □盲聾二重障害 □その他の障害 □不明 

死 

者 

の 

発 

生 

し 
た 

経 

過 

発見の遅れ □熟睡 □泥酔 □病気・身体不自由 □その他 

判断力・体力 □乳幼児 □泥酔 □病気・身体不自由 □老衰 □その他 

早期延焼拡大 □ガス爆発 □危険物燃焼 □その他 

避難の機会を逃す □狼狽 □持出品・服装 □火災をふれまわる □消火中 □救助中 □その他 

逃げ切れなかった □身体不自由 □延焼拡大 □避難経路誤り □出入口施錠 □その他 

内部進入 □救助・物品搬出 □消火 □その他 

着衣着火 
□喫煙中 □炊事中 □採暖中 □たき火中 □火遊び中  

□その他の火気取扱中 □その他 

殺人・自損 □放火自殺 □放火自殺の巻添え □放火殺人  

その他 □その他 □不明 □調査中 

出火時同一の建物等にいた人数 同棟・車両等      人 同 室 等      人 

負 
 

傷 
 

者 

受 傷 部 位 

及 び 内 容 
 

負傷 

程度 

□重症 

□中等症 

□軽症 

□３０日死者 

避難方法 
□自力避難（施設） □自力避難（器具） □自力避難（その他） 

□消防隊による救助 □避難の必要なし  □その他 

受傷原因 
□火炎にあおられる、高温の物質に接触 □煙を吸う □飛散物、擦過 □放射熱        

□飛び降り □その他 

受傷状況 □消火中 □避難中 □就寝中 □作業中 □その他 

特 

記 

事 

項 

 



付 則 

 この規程は、令和８年１月１日から施行する。 

  

 

 


